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日本美術教育学会	 会則	 
	 

	 

第１章	 総	 	 	 則	 

第１条	 本会は日本美術教育学会と称する。	 

第２条	 本会は本部を同志社大学文学部に置く。	 

第３条	 本会は事務局の連絡先を会長が指定し委員会で承認された場所に置く。	 

第４条	 本会は委員会の承認を経て支部を置くことができる。	 

	 

第２章	 目的及び事業	 

第５条	 本会は美術教育の根本理念を探究し、その実践の方策を討究することを目的とする。	 

第６条	 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。	 

１）学術研究大会及び各種研究会の開催	 

２）学会誌・会報等の発行	 

３）その他、本会の目的達成に必要な事業	 

	 

第３章	 会	 	 	 員	 

第７条	 本会は次の会員によって構成する。	 

１）正会員	 	 本会の目的に賛同するもの。	 

２）特別会員	 本会の目的に賛同し、正会員の推薦を受けた法人、又はそれに準ずるもの。	 

	 

第４章	 役	 	 	 員	 

第８条	 本会に次の役員を置く。	 

会長	 １名	 	 	 

専門委員	 若干名	 

委員（代表委員１名・事務局長１名）若干名	 	 

監事	 ２名	 

幹事	 若干名	 

第９条	 会長及び代表委員は委員会の推薦により選出する。	 

会長は本会の業務を統括し、本会を代表する。代表委員は委員会を代表する。また、会長が不在の場合は代表委

員が本会の業務を統括し、本会を代表する。	 

第 10 条	 委員・幹事・専門委員及び監事は会員より選出する。	 

１）委員及び監事は会員より選出し、会長がこれを委嘱する。選出方法は別に定める。	 

２）事務局長は委員互選により選出し、会長が委嘱する。	 

３）幹事は委員会がこれを推薦し、会長が委嘱する。	 

４）専門委員は事項に関して会長が委嘱する。	 

第 11 条	 委員は本会運営の方策を協議し、運営の執行にあたる。	 

事務局長は事務局会を統括し事務執行にあたる。	 

監事は会計監査を行う。	 

第 12 条	 役員の任期は３年とする。ただし再選は妨げない。補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。	 

第 13 条	 本会に顧問を置くことができる。顧問は委員会が推薦し会長がこれを委嘱する。顧問は会長の諮問に応

ずる。	 

	 

第５章	 総	 	 	 会	 

第 14 条	 総会は年１回会長がこれを招集する。ただし別に委員会が必要と認めた場合、又は会員総数の３分の２

以上の要求のあるときこれを開くことができる。	 

第 15 条	 次の事項は総会に提出してその承認を受けなければならない。	 

１）事業計画及び収支予算についての事項	 	 	 	 	 	 

２）事業報告及び収支決算についての事項	 

３）会則の変更及び解散についての事項	 

４）その他委員会において必要と認めた事項	 

第 16 条	 総会の議事は出席会員の過半数を以て決し、可否同数の時は議長の決するところによる。	 

	 

第６章	 会	 	 	 計	 

第 17 条	 本会の経費は会費及びその他の収入を以てこれに当てる。	 

第 18 条	 会計年度は４月１日より始まり翌年の３月３１日を以て終わる。	 

	 

付	 	 則	 

（１）この会則は昭和 54 年 11 月 22 日より実施する。	 
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（２）昭和 61 年 8 月 9 日	 一部改正	 

（３）平成 2年 8 月 10 日	 一部改正	 

（４）平成 9年 8 月 10 日	 一部改正、平成 9年 4 月 1 日より適用	 

（５）平成 13 年 8 月 12 日	 一部改正、平成 13 年 4 月 1 日より適用	 

（６）平成 15 年 8 月 3 日	 一部改正、	 平成 15 年 4 月 1 日より適用	 

（７）平成 19 年 4 月 1 日	 一部改正	 	 

（８）平成 21 年 9 月 18 日	 一部改正、平成 21 年 4 月 1 日より適用	 

	 

＜会員の入退会に関する細則＞	 

	 本細則は日本美術教育学会会則第７条における会員の入退会について規定する。	 

（入会）正会員としての入会は本会員１名の推薦と入会用紙の提出および会費の納入を以て完了とする。	 

（退会）退会用紙の提出を以て完了する。また、会費の未納入及び転居先不明が２年以上の場合、自動的に退会

扱いとする。	 

	 

付	 則	 

本細則は平成 15 年 8 月 3 日より施行する。	 

	 

＜会費に関する細則＞	 

	 	 本細則は日本美術教育学会会則第１７条における会費の納入について規定する。	 

第２条	 	 	 会員会費は以下の通りとする。	 

正会員年額６,０００円	 

特別会員年額一口２０,０００円	 

第３条	 会員会費は原則として所定の郵便振込用紙により、毎年度３月３１日までに納入するものとする。	 

	 

付	 則	 

本細則は平成 15 年 8 月 3 日より施行する。	 

	 

＜事務局に関する細則＞	 

第１条（目的）本細則は、事務局会の任務・構成について規定する。	 

第２条（任務）事務局会は、次の任務を遂行するものとする。	 

（１）会員名簿の管理	 

（２）学会誌、会報の編集発行	 

（３）会費管理	 	 	 

（４）各種事業の実務全般	 

第３条（構成）事務局会は次によって構成されるものとする。	 

・会長	 １名	 

・代表委員	 １名	 

・事務局長	 １名	 

・会長より委嘱された委員	 若干名	 

・幹事	 若干名	 

第４条	 （部会）事務局会には次の部を置き、委員および幹事から互選により部長を置く。なお、庶務部長は事

務局長が兼務する。	 

・庶務部	 

学会の庶務全般	 

・編集部	 

学会誌及び会報の編集発行	 

・会計部	 

学会の会計全般	 

	 

付	 則	 

本細則は平成 15 年 8 月 3 日より施行する。	 

	 

	 

	 	 


